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新潟市障がい者地域生活支援事業（移動支援事業、日中一時支援事業）実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年

法律第 123 号。以下「法」という。）第 77条第１項の規定に基づく地域生活支援事業の実施に

関し、必要な事項を定める。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 障がい者地域生活支援事業 第４条第１号に規定する移動支援事業及び同条第２号に規

定する日中一時支援事業をいう。 

(２) 障がい者等 法第４条第１項に規定する障害者及び同条第２項に規定する障害児をい

う。 

 (３) 利用者 移動支援事業又は日中一時支援事業を利用する障がい者等をいう。 

(４) 利用決定者 第６条の規定により利用決定を受けた障がい者及び障がい児の保護者をい

う。 

 (５) 指定障害福祉サービス 法第 29 条第１項に規定する指定障害福祉サービスをいう。 

 (６) 事業者 新潟市移動支援事業者の登録及び運営に関する要綱第３条又は新潟市日   

中一時支援事業者の登録及び運営に関する要綱第３条の規定に基づき登録を受けた事業者

をいう。 

 

 （事業主体） 

第３条 この事業の実施主体は、新潟市（以下「市」という。）とする。 

 

 （事業内容） 

第４条 障がい者地域生活支援事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。 

 (１) 移動支援事業 

    社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動の支援

を行う事業をいう。なお、その類型は次のア又はイのいずれかとする。 

  ア 個別支援型  

    移動支援の従業者１人につき、１人の利用者に対して行う移動支援の類型をいう。 

  イ グループ支援型 

    移動支援の従業者１人につき、複数の利用者に対して行う移動支援の類型をいう。ただ

し、移動支援の従業者１人に対して同時に移動支援を提供できるのは利用者３人までとす

る。 

 (２) 日中一時支援事業 

    障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休

息を目的として、日中、事業所において行われる見守り及び社会に適応するための日常的
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な訓練その他必要な支援を行う事業をいう。 

 

 （利用対象者） 

第５条 障がい者地域生活支援事業を利用できる対象者は、市内に住所を有する者又は居住地特

例地が市内である者とし、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者

とする。 

(１) 移動支援事業 

   屋外での移動が困難な障がい者等であって、外出時に移動の支援が必要と認められた者

等（全身性障がい者等、知的障がい者等、視覚障がい者等及び精神障がい者等） 

(２) 日中一時支援事業 

   日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と認められた障

がい者等 

 

（利用手続き） 

第６条 障がい者地域生活支援事業を利用しようとする者又はその保護者は、別記様式第１号に

より市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、調査に基づき、利用の決定を行い、別記様式第２

号により当該申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、利用決定者へ利用証を交付するものと

する。 

４ 前項の利用証の有効期間（以下「利用決定期間」という。）は最長１年とし、利用決定期間

の満了後においても継続して障がい者地域生活支援事業の利用が必要と見込まれるときは、更

新の申請をすることができるものとする。 

５ 利用決定者は、利用決定期間が満了した場合は、市へ利用証を返還するものとする。 

 

（利用変更手続） 

第７条 前条の規定は、同条の規定による決定を変更するときについて準用する。この場合に同

条第１項中「別記様式第１号」とあるのは、「別記様式第３号」と、同条第２項中「別記様式

第２号」とあるのは、「別記様式第４号」と読み替えるものとする。 

 

（利用決定の取り消し） 

第８条 市長は、次の各号に掲げる場合には、第６条による利用の決定を取り消すことができ

る。 

 (１) 利用者が障がい者地域生活支援事業を受ける必要がなくなったと認められる場合 

 (２) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認められる場合  

ただし、居住地特例地が市内であるときを除く。 

 (３) 利用決定者が第６条第１項の規定による申請に関し、虚偽の申請をした場合 

 (４) その他市長が利用を不適当と認める場合 
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２ 前項により利用決定を取り消された者は、市へ利用証を返還するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定に基づき利用決定の取り消しを行ったときは、当該取り消しに係る分

に関し、第９条第１項に規定する生活支援給付費の全部又は一部を返還させることができる。 

 

（生活支援給付費） 

第９条 市長は、利用者が、利用の決定に基づく障がい者地域生活支援事業を利用したときは、

当該利用決定者に対し、生活支援給付費を支給する。 

２ 生活支援給付費の額は、障がい者地域生活支援事業に通常要する費用として、新潟市移動支

援事業者の登録及び運営に関する要綱別表２又は新潟市日中一時支援事業者の登録及び運営に

関する要綱別表１に定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該障がい者地域生活

支援事業に要した額を超えるときは、当該現に障がい者地域生活支援事業に要した費用の額）

の 100 分の 90 に相当する額とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、次条第２項の規定に該当する場合又は市長が認める場合は、当該

同一の月における生活支援給付の額は、前項の規定により算定した費用の額の 100 分の 90 に

相当する額を超え、100 分の 100 に相当する額以下の範囲内の額とすることができる。 

４ 利用者が事業者から障がい者地域生活支援事業を受けたときは、市長は当該利用決定者が事

業者に支払うべき当該障がい者地域生活支援事業に要した費用について、生活支援給付費とし

て当該利用決定者に支給すべき額の限度において、当該利用決定者に代わり、当該事業者に支

払う（以下「代理受領」という。）ことができる。 

５ 前項の規定による代理受領があったときは、利用決定者に対し生活支援給付費の支給があっ

たものとみなす。 

 

（利用者負担等） 

第 10 条 利用者が障がい者地域生活支援事業を利用した場合は、新潟市移動支援事業者の登録

及び運営に関する要綱別表２又は新潟市日中一時支援事業者の登録及び運営に関する要綱別表

１に定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該障がい者地域生活支援事業に要し

た費用の額を超えるときは、当該現に当該障がい者地域生活支援事業に要した費用の額）か

ら、前条第２項に規定する生活支援給付費の額を控除した額（以下「利用者負担額」とい

う。）を負担するものとし、事業者にこれを支払うものとする。 

２ 前項の利用者負担額の上限額（以下「負担上限月額」という。）は、指定障害福祉サービス

又は障がい者地域生活支援事業に係る利用者負担額と合算して、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律施行令第 17 条（平成 18 年政令第 10号。以下「施行令」と

いう。）で定める額とする。 

３ 指定障害福祉サービスにおいて利用者負担上限額管理事業者が定められている場合、当該管

理事業者が、指定障害福祉サービスに係る利用者負担額と障がい者地域生活支援事業の利用者

負担額を合わせた上限額管理を行うものとする。ただし、障がい者地域生活支援事業のみを利

用し、負担上限月額を超える可能性があるものと市長が認め、かつ複数の事業者を利用する利

用決定者については、指定障害福祉サービスと同様の手続きにより利用者負担上限額管理事業
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者を定め、上限額管理を行うものとする。 

 

（利用者負担額の減額・免除等） 

第 11 条 障がい者地域生活支援事業に係る利用者負担額の減額又は免除等を希望する者は、別

記様式第１号により市長に申請するものとし、市長は、当該申請書を受理したときは、内容を

審査し、当該減額、免除等の要否を決定し、別記様式第２号により当該申請者に通知するもの

とする。 

２ 前項による利用者負担額の減額、免除等の決定の内容について変更の希望をする者は、別記

様式第３号により市長に申請するものとし、市長は、当該変更申請書を受理したときは、内容

を審査の上、変更を決定し、別記様式第４号により当該申請者に通知するものとする。 

 

（高額生活支援サービス費） 

第 12 条 市長は、利用決定者が利用の決定に基づく障がい者地域生活支援事業に要した費用の

額並びに施行令第 43 条の４に規定する指定障害福祉サービス及び居宅サービス等並びに児童

福祉法第 21 条の５の３に規定する指定通所支援並びに児童福祉法第 24 条の２に規定する指定

入所支援並びに法第 76条に規定する補装具の購入又は修理に要した費用の合計から、第９条

に規定する生活支援給付費並びに施行令第 43 条の４に規定する介護給付費等及び介護サービ

ス費等並びに児童福祉法第 21条の５の３に規定する障害児通所給付費並びに児童福祉法第 24

条の２に規定する障害児入所給付費並びに法第 76条に規定する補装具費の合計額を控除して

得た額が、次項に規定する高額生活支援サービス算定基準額を超えた場合については、当該利

用決定者に対し、高額生活支援サービス費を支給する。 

２ 高額生活支援サービス算定基準額は、施行令第 43条の６に規定する高額障害福祉サービス

費算定基準額を用いるものとする。  

３ 高額生活支援サービス費の支給を受けようとする者は、別記様式第５号により市長に申請し

なければならない。 

４ 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の決定を行い、

別記様式第６号により申請者に通知するものとする。 

  

 （調査等） 

第 13 条 市長は、生活支援給付に関して必要があると認めるときは、事業者若しく事業者であ

った者若しくは当該事業に係る事業所の従業者であった者（以下この項において「事業者であ

った者等」という。）に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、事

業者若しくは当該事業に係る事業所の従業者若しくは事業者であった者等に対し出頭を求め、

又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該生活支援給付に係る事業者の事業所、

事務所その他当該事業者の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その

他の物件を検査させることができる。 

２ 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯

し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 
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（その他） 

第 14 条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の新潟市障がい者地域生活支援事業実施要綱の規定は、令和６年４月の利用分から適

用し、同年３月までの利用分については、なお従前の例による。 

３ 令和７年３月３１日までの間、第１０条第１項及び第２項により算定される事業の利用者負

担額及び負担上限月額及び第１２条第２項に規定する高額生活支援サービス算定基準額につい

ては、それぞれの額の１００分の８０に相当する額とし、算定するものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年３月３１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和８年３月３１日までの間、第１０条第１項及び第２項により算定される事業の利用者負

担額及び負担上限月額及び第１２条第２項に規定する高額生活支援サービス算定基準額につい

ては、それぞれの額の１００分の８０に相当する額とし、算定するものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年３月３１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和９年３月３１日までの間、第１０条第１項及び第２項により算定される事業の利用者負

担額及び負担上限月額及び第１２条第２項に規定する高額生活支援サービス算定基準額につい

ては、それぞれの額の１００分の８０に相当する額とし、算定するものとする。 
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